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各市町村長　殿

　（政令市・中核市除く）

各福祉相談センター長　殿
愛知県健康福祉部長
（公印省略）
新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について（通知）

国内において新型インフルエンザが発生し、国の「新型インフルエンザ対策行動計画」（以下「行動計画」という。）における発生段階が第二段階（国内早期発生）となったことに伴い、厚生労働省から、別添のとおり通知がありました。

今回の通知の内容は、「行動計画」における発生段階が第二段階になったことにより、国の新型インフルエンザ対策本部幹事会において「確認事項」が決定されたことに伴い、社会福祉施設等における当面の対応について知らせるというものです。

今後につきましては、今回の通知の内容により適切に対応するとともに、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）及び愛知県ホームページ(http://www.pref.aichi.jp/)を参考に正確な情報収集に努めていただくようお願いします。

なお、保育所を除く民間社会福祉施設については別途通知しましたが、管内の保育所（認可外保育施設を含む）、児童館、放課後児童クラブ，地域密着型介護施設、障害者小規模授産施設・小規模作業所等にもこの旨ご周知くださるようお願いします。
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